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 序章 学校施設の⻑寿命化計画の背景・⽬的等 

 

１. 背景と⽬的  

本町の学校施設は、⾼度経済成⻑期を契機として昭和 50 年代に集中して整備され、⻑寿
命化の検討対象となる築 30 年以上を経過する建物が全体の７割以上を占めている状態で
す。 

その中で、主要建物の合計 38 棟のうち、19 棟が旧耐震基準である昭和 56 年(1981 年)
以前に建設されていることから、平成 25 年度までに、これらを対象に耐震診断を⾏い、診
断結果に基づいた耐震補強⼯事等を完了しました。 

しかし、耐震補強を⾏った建物を含め、建築から⻑い年数が経過した建物や設備の⽼朽
化により、今後、改築⼜は⼤規模改修に多額の費⽤が必要になると考えられます。 

しかし、町の厳しい財政状況の中、学校施設の整備を集中的に⾏うことは困難であり、
財政運営に⼤きな影響を与えることから、計画的な施設整備を⾏う必要があります。 

⽂部科学省は、全国的に同様の傾向が⾒られる中、「学校施設の⻑寿命化計画策定に係る
⼿引」を公表し、単なる更新のための改修・改築ではなく、施設を⻑い期間、有効利⽤でき
る⻑寿命化改修への転換、計画的な維持管理に向けた中⻑期計画の策定・実施の考え⽅を
⽰しています。 

本町の学校施設⻑寿命化計画（以下「本計画」という）は、以下の背景を踏まえ、中⻑期
的な視点から、学校施設として求められる機能や役割などを考慮した上で、⻑寿命化改修
や改築等の⽅向性及び優先順位等を設定し、施設整備に要するライフサイクルコストの縮
減、財政負担の平準化、児童⽣徒の安全性の確保や適正な教育環境の充実等を図るために
策定するものです。 

 
学校施設⻑寿命化計画の背景 

中⻑期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平準化を実現しつつ、こうした
学校施設に求められる機能を確保するため、域内の学校施設の⽼朽化等の状況を把握し、地域
における学校施設の役割等を考慮した上で、⻑期的な施設整備の具体的⽅針・計画を⽰すもの
である。 
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２. 計画の位置づけ 

本計画は、次に⽰すように上位・関連計画との整合性を図りながら、学校施設の⻑寿命化
を図るため、多様な機能や役割を充⾜しながら、計画的に施設整備を⾏うものとして策定
します。上位・関連計画である「第５次⽇出町総合計画」及び「⽇出町公共施設等総合管理
計画」に⽰された学校施設に関する内容は次⾴に⽰します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第５次⽇出町総合計画(平成 27 年 3 ⽉) 

【計画期間】 
  基本構想 ：平成 28 年度〜平成 37 年度 
 
【⽇出町の将来像】 
『住むことに喜びを感じるまち』 
〜安⼼して暮らせて活⼒が実感できるまちづくり〜 
 
 基本的政策Ⅰ 健やかで安らかに暮らせるまちをつくる 
 基本的政策Ⅱ 未来に続く⼈と⽂化を育むまちをつくる 
 基本的政策Ⅲ 安全・安⼼な⽣活を守るまちをつくる 
 基本的政策Ⅳ 産業振興により活⼒あるまちをつくる 
 基本的政策Ⅴ ⾃然と都市機能が調和したまちをつくる 
 基本的政策Ⅵ ⼈のつながりを⼤切にするまちをつくる 
 基本的政策Ⅶ ⽣活に役⽴ち信頼される⾏政をつくる 
 

【計画期間】 
平成 29 年度〜平成 68 年度（40 年間） 
（10 年ごとに適宜⾒直し） 

 
【基本⽅針】 
 〇公共施設の新規整備は原則⾏いません 
 〇維公共施設等に不具合が⽣じないように予防保全を⾏います 
 〇⻑寿命化・維持補修を計画的に⾏い、更新費⽤の平準化を⾏い

ます。 
 〇社会情勢等の変化に応じた適正配置に努めます 
 〇ＰＰＰ／ＰＦＩの活⽤を図ります 
 

⽇出町学校施設⻑寿命化計画 

連携 

⽂部科学省インフラ⻑寿命化計
画(平成 27 年 3 ⽉) 

学校施設の⻑寿命化計画策定に
係る⼿引(平成 27 年 4 ⽉) 

インフラ⻑寿命化基本計画 
(平成 25 年 11 ⽉) 
(インフラ⽼朽化対策の推進に
関する関係省庁連絡会議) 

⽇出町公共施設等総合管理計画(平成 29 年 3 ⽉) 
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 第５次⽇出町総合計画（平成 27 年 3 ⽉策定） 

 
【まちの将来像】  

～安心して暮らせて活力が実感できるまちづくり～

【⽇出町の将来像】 
 
 
 
 
 
 
 

 

【基本的政策と推進⽅針】 
 基本的政策 Ⅰ 健やかで安らかに暮らせるまちをつくる 【健康・福祉】 
 基本的政策 Ⅱ 未来に続く⼈と⽂化を育むまちをつくる 【教育・⽂化】 
 基本的政策 Ⅲ 安全・安⼼な⽣活を守るまちをつくる 【防災・防犯】 
 基本的政策 Ⅳ 産業振興により活⼒あるまちをつくる 【産業振興】 
 基本的政策 Ⅴ ⾃然と都市機能が調和したまちをつくる 【⾃然・⽣活環境】 
 基本的政策 Ⅵ ⼈のつながりを⼤切にするまちをつくる 【⼈権・協働】 
 基本的政策 Ⅶ ⽣活に役⽴ち信頼される⾏政をつくる 【⾏財政運営】 

 
◆推進⽅針 
 町民主体・ 町民ニーズに対応したまちづく り  
 多様な主体との協働によるまちづく り 

 個性を生かした創意工夫によるまちづく り 

 計画的な行財政経営 

 地方創生の取組・ 施策 

 
  

●⽇出町⺠憲章の理念・主
旨 
●⼈⼝の将来推計の達成⽬
標 
●町⺠アンケートによる町
⺠意識 

「住⺠満⾜度」の⾼いまちとな
ることを⽬標に、町⺠の⽅と⾏
政がともに共有しながらまちづ
くりを進めるために「まちの将
来像」を定める。 

●⼈⼝減少社会の到来 
●少⼦化・⾼齢化の進⾏ 

などの社会情勢 

子どもたち一人ひとりが持つ個性を大切にし、生きる力を育むための環境を整備すると
ともに、生涯にわたって自主的に学習し、文化や芸術、スポーツに親しむことができる機
会の創出に努めます。また、先人から継承した伝統や文化を後世に引き継ぐため、その保
存や活用を推進します。 

基本的政策 Ⅱ 【教員・⽂化】 



序章 学校施設の⻑寿命化計画の背景・⽬的等 

4 
 

 

 
 

 

 
基本的政策 Ⅱ 【教員・⽂化】 

 

 基本的施策１ 幼稚園教育の充実 
【現状と課題】 

町立幼稚園では園舎の耐震化は終わりましたが、施設や設備は設置から多年が経過したもの

が多く存在する状況であり、定期的な点検、計画的な補修などを図ることで、子どもたちが安

全に過ごせる環境づくりを進めることが必要です。 

 

【基本⽅針】 
定期的な施設の点検、計画的な補修に努め、遊具、園庭をはじめ学習環境の整備、保険・安

全用品の充実に努めます。 

 

【施策の内容】 

（３）施設・設備の充実 

園舎・遊具・園庭の定期的な点検、計画的な補修に努め、教育環境の整備充実を図ります。 

 

 
 

【 基本的施策２ 義務教育の充実 
【現状と課題】 

全ての小・中学校において耐震補強が完了したものの、建設から多年が経過した施設も多く、

経年劣化などにより修繕が必要な箇所も多く発生しています。計画的に修繕を実施するととも

に、非構造部材なども計画的解消・補修が必要です。また、近年の気象状況の変化により、夏

場の温度上昇も著しいため、冷房器具設置に向けた対策も必要となっています。 

 

【基本⽅針】 
修繕が必要となる箇所、非構造部材の計画的補修に努めるとともに、小学校での遊具の安全

点検も定期的に実施し、子どもたちが安全に過ごせる環境づくりに努めます。あわせて、保健・

安全用品の充実にも努めます。また、生活様式の変化、衛生面を考慮し、学校トイレの洋式化

を進めます。夏場の気温上昇における子どもの体調管理も考慮し、エアコン設置を進めます。 

 

【施策の内容】 

（７）施設・設備の充実 

計画的な施設整備、修繕を進めるとともに、防災教育の充実を図ります。 

  

学校施設等に関する記載内容 
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 ⽇出町公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 ⽉策定） 

【公共施設の現状】 

 〇本町の建物系公共施設は 92 棟 
 〇建築物の総延床⾯積 102,576 ㎡ 
 〇町⺠⼀⼈当たり延床⾯積は 3.7 ㎡（全国平均*5.24 ㎡より低い） 
 〇学校施設の延床⾯積は公共施設全体の 42%を占める 
＊全国平均：⼈⼝１万⼈〜３万⼈未満の類似団体の平均値 

【学校施設の管理に関する基本的な⽅針】 

各学校の校舎は昭和 60 年代にかけて建設されたものが多くあります。 
平成 27 年度末、これらの公共施設のうち築 29 年以上の公共施設は 82.4％、築 30 年以

上の公共施設は 63.9％と⽼朽化が進んでおり、今後、⼤規模改修や改築が必要となってき
ます。 

資料：⽇出町公共施設等総合管理計画 

図-1 建築年別施設の整備状況 
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３. 計画期間 

  

令和２年度(2020 年度)〜令和 11 年度(2029 年度)（10 年ごとに⾒直し） 

 
本計画の計画期間は、⽇出町公共施設等総合管理計画(平成 29 年 3 ⽉)に基づく学校施設

の個別計画になることから、同計画の計画期間に合わせた 10 年間とします。 
ただし、法改正等の社会的要求⽔準の変化を受けて、状況が変化する場合があるため、5

年程度を⽬安に計画の⾒直しを⾏います。 

 

 

４. 計画における対象施設 

本計画における対象施設は、「⽇出町公共施設等総合管理計画」における施設類型のうち、
（1）学校教育系施設を対象にすることとし、表-1 に⽰す⼩学校５校、中学校２校、幼稚園
５園とします。 

表-1 学校施設の⻑寿命化計画対象施設 
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第 1 章 学校施設等の⽬指すべき姿 

 

１. 学校施設の今⽇的な課題  

本町の教育⾏政において、⼈⼝減少や超⾼齢社会の到来、情報通信技術の発展、グロー
バル化の進展など、社会情勢が急激に変化する中、次のような多くの課題があります。 

 

(1) 安全・快適な学校施設の環境向上 

本町の学校施設の耐震化は完了していますが、建築年度が古く⽼朽化した校舎等が残さ
れているため、修繕等を必要とする箇所が多くなってきているのが現状です。建物の改修
を計画的に進め、児童⽣徒が安全かつ快適に学ぶことができる教育環境の充実を図ること
が必要です。 

また、習熟度別指導や少⼈数指導、特別⽀援教育など、児童⽣徒⼀⼈ひとりの教育的な
ニーズに応えることができる施設整備が求められています。 

 

(2) 児童⽣徒数の停滞に伴う適正な学校の再編 

本町の児童⽣徒数は増加傾向にあるものの、⼈⼝の増加・⾼齢化の⼀層の進⾏などによ
り年少⼈⼝割合は減少しています。学校教育においては、児童⽣徒が集団の中で、多様な
考えに触れ、認め、協⼒し合い、切磋琢磨することで⼀⼈ひとりの資質や能⼒を伸ばして
いくことが重要とされており、⼀定の集団規模が確保されていることが望ましいものと考
えられています。 

⼀⽅で、⼩規模校としてのメリットもあり、学校は地域コミュニティの核としての役割
や機能を持つなど、地域の実情により学校の在り⽅は異なることがあり、「適正な学校規模」
を⼀概に判断することは難しい点もあります。 

しかし、少⼦化が中⻑期的に継続すると⾒込まれている現状においては、学校の⼩規模
化に伴う教育上の諸課題がこれまで以上に顕在化することが懸念されています。 

このことから、少⼦化に対応した活⼒ある学校づくりの⽅策を継続的に検討・実施して
いくことが求められており、⼩規模校のデメリットを克服しつつ、児童⽣徒にとって望ま
しい学校規模について、保護者や地域と⼀体となって検討していくことが必要です。 
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(3) 社会の変化に対応した教育機器・教材の拡充 

グローバル化の進展などにより、社会全体が急速に変化していく中で、情報化社会に対
応したデジタル教材の活⽤や情報教育を推進するためのＩＣＴ環境の充実、社会状況の変
化や多様な学習活動に対応した教材の整備等を計画的に⾏い、児童⽣徒の学習能⼒の向上
のための教育環境の充実を図っていくことが必要です。 

(4) ⽣活空間としての施設の充実 

児童⽣徒が 1 ⽇の⼤半の時間を過ごす学校施設は、教育の場であるのみならず、⽣活の
場として、充実した学校⽣活を過ごすことができる豊かで潤いのある空間としていくこと
が重要です。 

そのためには、学習の場としての整備だけでなく、地域交流の場の確保など多様な空間
として整備することが必要です。 

さらに、安全に施設が利⽤できるバリアフリー化や、不審者などに対する防犯対策を進
めるとともに、トイレ設備など衛⽣的な環境整備を図る必要があります。 

 

(5) 地域のコミュニティ施設としての活⽤ 

⼩中学校は、学校と地域との連携による多様な交流の場や放課後⼦ども教室や学童保育
として活⽤されています。また、表-1-1 に⽰すように災害時の避難所にも指定されていま
す。 

このように、地域のコミュニティ施設としての多様な機能に対応できる施設や設備の整
備が必要です。 
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表-1-1 避難所として指定されている学校施設 
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２. 学校施設のあり⽅ 

前述の学校施設の今⽇的な課題を踏まえ、本町では、次のような環境や空間等が整備さ
れた学校施設を⽬指します。 

 

 
 地震、台⾵、⼤⾬等に強い学校施設 
 （⾮構造部材の耐震補強、照明器具等の

落下防⽌措置） 
 防犯に対応した学校施設（防犯ブザーの

配布や地域との連携） 
 安全で安⼼して⽣活できる環境（⽼朽化

対策の推進、通学路の整備） 

 
 授業に集中でき、学習効率向上に資する

快適な学習環境（遮⾳・吸⾳性能、室温、
通⾵等への配慮） 

 バリアフリーに配慮した環境（段差の解
消、障がい者⽤トイレの設置 等） 

 児童⽣徒の健康や衛⽣⾯に配慮した環
境（トイレの洋式化、⼿洗いの⾃動⽔洗
化、適正な照度の確保 等） 

 児童⽣徒の交流を促すなど、⽣活の場と
して快適に過ごすことができる環境（多
⽬的室、ミーティング室、児童クラブな
どの環境整備 等） 

 教職員が快適に働ける環境（職員室の環
境整備） 

 教職員等の事務の効率化を⾼められる
ＩＣＴ環境（パソコンなどの整備） 

 授業の充実に資する設備や機材等の整
備（学校備品、教材備品の整備） 
省エネルギーに配慮した施設の整備（⾃

然光の利⽤、特別教室の効率的な利⽤） 
 
 
 
 

 
 個別指導や習熟度別指導など多様な学

習形態を展開するための環境（少⼈数教
室、多⽬的室の環境整備 等） 

 学習効果を⾼められる教材等の整備、情
報教育に対応したＩＣＴ環境（電⼦⿊板、
パソコンなどの整備） 

 児童⽣徒の⾃発的な学習や読書活動を
促すための環境（特別教室、図書室など
の整備） 

 社会性を⾝につけるための空間（多学年
間の学習環境、遊具施設の整備） 

 特別⽀援教育に配慮した学校施設（特別
⽀援教室の環境整備） 
進路指導や相談等、児童⽣徒の⽀援・指

導に取り組みやすい空間（キャリア教育の
推進、進路指導室や相談室の整備） 

充実した運動ができる環境（屋内運動場、
校庭の整備） 

 
 環境を考慮した学校等施設(太陽光発電、

省エネルギー・省資源、⾃然共⽣、⽊材
利⽤) 

 
 地域住⺠が健康づくりや学習拠点等に

活⽤できる開かれた環境（屋内運動場、
校庭、特別教室などの開放） 

 放課後の児童の居場所がある施設（空き
教室などの活⽤） 

 避難所としての機能を有する施設（トイ
レの洋式化、バリアフリー環境の整備） 

 利活⽤向上のための利⽤しやすい⽂化
施設づくり（図書の充実、広報活動） 

安全性 

快適性 

学習活動への適応性 

環境への適応性 

地域の拠点化 
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第 2 章 学校施設の実態 

 

１. 学校施設を取り巻く状況 

(1) ⽇出町の地勢 

本町は、⼤分県の中北部に位置しており、別府市及び杵築市に隣接し、南は別府湾に⾯
した国東半島の⼊り⼝の町です。⾯積は 73.32ｋ㎡で、東⻄ 19.2 ㎞、南北 9.2 ㎞の東⻄に
⻑い形状をしています。 

町内は北⻄部に⿅鳴越⼭系が広がり、南東部には別府湾に接する約 25 ㎞にわたる美し
い海岸線が続いています。⼤きな河川はありませんが、湧⽔が多く町内の飲料⽔もほとん
ど良質な地下⽔で賄っています。気候は温暖で、今⽇まで⼤きな災害もありません。 

図-2-1 本町の位置 
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(2) ⼈⼝・世帯数の推移 

本町の⼈⼝は、昭和 40 年の国勢調査開始以来増加傾向にあり、昭和 40 年から平成 27 年
の間に 7,937 ⼈増加しています。しかし、平成 27 年の国勢調査ではわずかながら減少に転
じました。世帯数は年々増加傾向にあります。従って世帯あたり⼈員は年々少なくなって
います。 

⼈⼝増加の要因としては、次のことがあげられます。 
・町団地造成、町区画整理事業及び⺠間宅地開発による宅地・住宅の増加 
・⽇出⼯業団地造成、県北・国東テクノポリス地域指定等による企業の誘致・⽴地 
・暘⾕駅の開通や⾼速・⾼規格道路網整備等による利便性の向上による通勤圏の拡⼤ 
・商業施設の進出等による⽣活利便性の向上 

表-2-1 ⼈⼝・世帯数の推移 

図-2-2 ⼈⼝・世帯数の推移  
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(3) 年齢別⼈⼝の推移 

本町における年齢３区分別⼈⼝を⾒ると、平成 27 年国勢調査では年少⼈⼝割合が 14.2％
（⼤分県全体 12.7％）、⽣産年齢⼈⼝割合が 57.1％（⼤分県全体 56.9％）、⽼年⼈⼝割合が
28.7％（⼤分県全体 30.4％）となっており、⼤分県全体と⽐較して、年少⼈⼝割合が⾼く、
⽼年⼈⼝割合は低くなっています。 

しかし、平成 7 年に年少⼈⼝割合と⽼年⼈⼝割合の⽐率が逆転して以降、その差は拡⼤
を続けており、少⼦化及び⾼齢化が進⾏しているといえます。 

表-2-2 年齢別⼈⼝の推移 

 

 
図-2-3 年齢別⼈⼝割合の推移 
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(4) 将来⼈⼝ 

本町の将来の戦略⼈⼝について、平成 27 年 9 ⽉に策定された「⽇出町⼈⼝ビジョン」で
は、以下のように推計されています。 

① 【総⼈⼝の将来推計】 

2060 年を最終⽬標年度とする本町の将来⼈⼝については、すでに⾼い出⽣率を⽰してい
ることから、国と同じ⽔準の合計特殊出⽣率を基本に、2025 年から社会移動が均衡するパ
ターンを基本としました。 

パターン０：社⼈研「⽇本の地域別将来推計⼈⼝」による社⼈研推計準拠型⼈⼝ 
 パターン１：パターン０は、本町が⼈⼝増加傾向にあった頃の推計値であると思われ

ます。しかし、本町は 2017 年国勢調査結果にも表れているとおり、2010
年以降はすでに⼈⼝減少期に突⼊したと判断し、2015 年⼈⼝を 2010 年
国勢調査⼈⼝（28,221 ⼈）⽐ 204 ⼈減の 28,017 ⼈に設定し、将来⼈⼝
を推計しました。その推計⼈⼝。 

 パターン２：「将来展望の考え⽅」に記した２つの⽬標（合計特殊出⽣率の上昇、転⼊
促進・転出抑制）を達成した場合の推計⼈⼝。 

表-2-3 将来総⼈⼝の推計 

 

図-2-4 将来総⼈⼝の推計  
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② 【将来年少⼈⼝（0〜14 歳）の将来推計】 

年少⼈⼝⽐率を、パターン１とパターン２で⽐較すると、理想的な将来⼈⼝であるパタ
ーン２は、2060 年には約６ポイント差の 17.9%の年少⼈⼝率を⽬指します。 

 

 
図-2-5 年少⼈⼝の将来推計 

  

 
図-2-6 年少⼈⼝⽐率の将来推計  
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(5) 校区別⼈⼝・世帯数の推移 

本町の校区別に平成７年から平成27年までの20年間の⼈⼝の推移をみると、豊岡校区、
⽇出校区、川崎校区が増加傾向に、藤原校区が横ばい傾向、⼤神校区が横ばい〜減少傾向
にあります。世帯数はどの校区も 20 年間で増加傾向にあります。 

表-2-4 校区別⼈⼝・世帯数の推移 

 

 
   図-2-7 校区別⼈⼝の推移    図-2-8 校区別世帯数の推移 
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(6) 財政状況 

①  歳⼊（⼀般会計）の内訳 

 平成 29 年度決算の歳⼊額は、104 億 2,684 万円であり、前年度と⽐較すると 5 億 1,299
万円増加しています。 

 ⾃主財源では「町税」が 28.7％、依存財源では「地⽅交付税」が 22.5％と最も多くな
っています。 

 
図-2-9 平成 29 年度（2017 年度）歳⼊の内訳 

表-2-5 歳⼊の内訳 
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平成 21 年度以降の歳⼊の推移をみると、「町税」は 30 億円弱で増加しており、平成 29
年度は 29 億 9,700 万円となっています。 

今後は総⼈⼝の増加が推計されていますが、⽣産年齢⼈⼝の割合が減少すると⾒込まれ
るため、「町税」の減少が予想されます。 

 
図-2-10 歳⼊（⼀般会計）の推移 

 
図-2-11 歳⼊（⼀般会計）の割合 

※構成⽐は⼩数点以下第 2 位を四捨五⼊しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。 



第２章 学校施設の実態 

19 

 

②  歳出（⼀般会計）の内訳 

平成 29 年度決算の歳出額は、102 億 1,159 万円であり、前年度と⽐較すると 4 億 8,506
円増加しています。 

義務的経費では「⼈件費」が 17.4％、⼀般⾏政経費では「物件費」が 12.1％、その他経
費では「繰出⾦」が 13.7％と最も多くなっています。 

 
図-2-12 平成 29 年度（2017 年度）歳出の内訳 

表-2-6 歳出の内訳 
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平成 22 年度以降の歳出の推移をみると、⾼齢化に伴い「扶助費」が年々増加しているこ
とがわかります。 

今後も⼈⼝減少や更なる⾼齢化の進展に伴い、扶助費等の増加に加え、後期⾼齢者医療
費や介護保険等の負担が増⼤していくことが考えられます。 

 

 
図-2-13 歳出（⼀般会計）の推移 

 
図-2-14 歳出（⼀般会計）の割合 

※構成⽐は⼩数点以下第 2 位を四捨五⼊しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。 
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２. 運営状況・活⽤状況の把握 

(1) 公共施設全体の保有状況 

本町の建築系公共施設は、平成 29 年度末現在、全体で 92 棟、延床⾯積 102,576 ㎡とな
ります。 

⽤途別合計の延床⾯積が多い順に学校教育系施設、公営住宅、上下⽔道施設となってい
ます。⼩学校、中学校、幼稚園を合わせた学校施設の施設数は 15 棟、延床⾯積は 44,478
㎡となっており、全体の４割以上（43.4％）を占めています。 

表-2-7 公共施設の⽤途別施設数 
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(2) 学校施設の保有状況 

本町の⼩学校 5 校、中学校 2 校、幼稚園５園の全 12 施設の建物のうち、延床⾯積 200 ㎡
未満の部室、倉庫、トイレ等の⼩規模な建物を除きプール専⽤付属室を加えた施設⼀覧を
表-2-8 に⽰します。 

⼩学校・中学校のほとんどの校舎建物は鉄筋コンクリート造（RC 造）、鉄⾻造（S 造）も
しくは⽊造（Ｗ造）であり、旧耐震基準の建物で耐震性が基準値以下の建物は全て耐震化
が完了しています。 

表-2-8 対象施設⼀覧（学校施設） 
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学校施設の築年別整備状況をみると、旧耐震基準（昭和 56 年以前）によるものが 19 棟、
床⾯積で 1.7 万㎡、新耐震基準（昭和 57 年以降）によるものが 19 棟、床⾯積で 2.3 万㎡
となっており、旧耐震基準の建物は４割強を占めています。 

経過年数では、築 50 年以上が 869 ㎡（2.2％）、築 40 年から 49 年までが 1.0 万㎡（26％）、
築 30 年から 39 年までが 1.5 万㎡（38％）となっており、築 30 年以上を合わせると 29 棟
（76％）、床⾯積 2.6 万㎡（66％）となっています。 

 

図-2-15 学校施設等の築年別建物状況 

※作図のプログラムにより、⾯積は万㎡、⽐率が整数になっています。 
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(3) 児童・⽣徒数及び学級数の変化 

①  児童・⽣徒数の変化 

平成 22 年度以降の町内における過去 10 年間の⼩学校児童数、中学校⽣徒数及び幼稚園
園児数、は表-2-9、図-2-16 のとおりです。児童・⽣徒数・園児数共に横ばい傾向になって
います。 

表-2-9 児童・⽣徒数の変化 

 

 
図-2-16 児童数・⽣徒数の変化  



第２章 学校施設の実態 

25 

 

②  学級数の変化 

平成 22 年度以降の町内における過去 10 年間の⼩学校児、中学校、幼稚園の学級数は表
2-10 のとおりです。学級数は横ばい傾向にあります。 

児童・⽣徒数と学級数の変化を基にした１学級あたりの児童・⽣徒数は、図-2-17 のとお
りです。こちらも横ばい傾向にあります。 

表-2-10 学級数の変化 

 

 
図-2-17 学級数及び１学級あたり児童数・⽣徒数の変化  
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(4) 教師数の変化 

平成 22 年度以降の町内における過去 10 年間の⼩学校、中学校および幼稚園の教師数は
表-2-11、図-2-18 のとおりです。⼩学校の教師数は減少傾向、中学校の教師数は増加傾向
になっています。 

表-2-11 教師数の変化 

 

 
 図-2-18 教師数の変化  
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(5) 学校施設の配置状況 

本町の学校施設の配置をみると、豊岡校区、⽇出校区、川崎校区の３地区は平成７年か
ら平成 27 年にかけての⼈⼝が常に増加傾向にあり平成 31 年⼈⼝は各々全⼈⼝の 20％を
超えています。藤原校区、⼤神校区は横ばい傾向にあり、全⼈⼝の 10％台を占めています。 

 

表-2-12 地区別の学校施設配置状況 
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本町の校区区分は、豊岡地区、南端地区が豊岡⼩学校・豊岡幼稚園の校区、⽇出地区が⽇
出⼩学校・⽇出幼稚園の校区、藤原地区が藤原⼩学校・藤原幼稚園の校区、川崎地区が川崎
⼩学校・川崎幼稚園の校区、⼤神地区、真那井地区が⼤神⼩学校・⼤神幼稚園の校区となっ
ており、豊岡、南端、⽇出、藤原地区が⽇出中学校の校区、川崎、⼤神、真那井地区が⼤神
中学校の校区となっております。 

 

図-2-19 校区区分図 
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(6) 学校施設の維持管理コスト 

①  管理費の推移 

本町の全⼩中学校幼稚園の管理費（光熱⽔費(電気、ガス、上⽔道、下⽔道）、修繕費、委
託費)に関する平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間の年平均は、光熱⽔費が 22,880
千円/年、修繕費が 16,810 千円/年、委託費が 9,091 千円/年、合計で 48,781 千円/年とな
っています。 

表-2-13 学校施設の管理費の推移 
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本町の全⼩中学校幼稚園の管理費は、各項⽬値も合計値も平成 27 年度以降は増加してい
ます。 

 
図-2-20 学校施設における管理費の推移 

②  改修に係る⼯事費の推移

全⼩中学校幼稚園の改修に係る⼯事費の平成 26 年度から平成 30 年度までの５年間の合
計は 548,879 千円で、年平均は 109,776 千円/年となっています。 

表-2-14 学校改修に係る⼯事費の推移 

 

  



第２章 学校施設の実態 

31 

 

③  維持管理コストの推移（管理費＋⼯事費） 

 
図-2-21 維持管理コストの推移 

全⼩中学校に係る維持管理コスト（管理費＋⼯事費）を年度別でみると、平成 27 年度
以降は増加しています。特に平成 29 年度、30 年度の⼯事費が突出しています。これは⼩
学校、中学校のエアコン整備⼯事が実施されたことによるものです。 

④  補強⼯事費 

平成 22 年度〜平成 25 年度にかけては、耐震補強⼯事が⾏われました。その費⽤は以下
のとおりです。 

表-2-15 耐震補強⼯事費 
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(7) 学校施設の実態を踏まえた課題 

本町には、⼩学校が５校、中学校が２校、幼稚園が５園あり、15 歳未満の⼈⼝(表-2-2、
図-2-16 を参照)、児童数・⽣徒数(表-2-9、図-2-16 を参照)は横ばい傾向にあります。 

これまでに述べたように、本町の学校施設等は昭和 40 年代から昭和 50 年代にかけて建
築された建物が多くあります(図-2-15 を参照)。建物構造の半数は、鉄筋コンクリート造
（RC 造）(表-2-8 を参照)で建てられ、耐震診断結果に基づいて耐震補強・⼤規模改修⼯事
を実施してきました。 

しかしながら、建築から⻑い年数が経過して建物の⽼朽化が進んでいるとともに設備の
不具合もあり、近い将来に改築を含めた対策が必要となっています。 

また、児童・⽣徒数が少ない⼩規模校(図-2-15 を参照)が３校あり、今後、⼈⼝減少や少
⼦化が進めば、学校規模の適正化についての検討が必要になってきます。 

さらに、教育内容や教育⽅法等の多様化、防災機能整備、バリアフリー化、環境への配慮
など学校施設に求められる時代のニーズに対応するための対策が課題となっています。 

 

① 厳しい財政状況を勘案した学校施設の⻑期保全への取り組み 

平成 30 年度の⼀般会計の決算における⾃主財源の割合は、歳⼊総額の 36.4％(表-2-5 を
参照)となっており、将来的な⼈⼝減少に伴い、地⽅税も減少することが予測されます。 

⼀⽅、歳出においては、扶助費が増加する傾向(図-2-13 を参照)を踏まえると、財政状況
がますます厳しくなります。 

本町の公共施設は、92 施設、総延床⾯積 102,576 ㎡を保有している中で、⼩中学校を合
わせた学校施設は 12 件あります(表-2-7 を参照、南端⼩・中を除く)。 

これらの学校施設は、近い将来に改築や⼤規模改修を⾏う必要があり、町の財政の⼤き
な負担となることが考えられます。 

このため、学校施設の中⻑期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平
準化を図りつつ、⻑期的な予算配分を確⽴していくことが必要です。 

 

② 学校施設の維持・改修など総合的な対応 

学校施設の 76％が築 30 年以上(図-2-15 を参照)と⽼朽化が進んでいる中で、建設当時に
⽐べ⼤きく変化している多様な学習内容に応じた⾼機能かつ多機能な施設環境の必要性が
⾼まっています。 

また、防災対策、バリアフリー対策、トイレの洋式化等の学習・⽣活空間としての安全性
や快適性の向上を図るほか、環境負荷の低減対策等の様々な配慮が必要となっています。 
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施設の改修にあたっては、建築時の状態に戻すのではなく、その機能や性能を現在の学
校等が求められている⽔準まで引き上げる必要があります。その際には、安全・安⼼な施
設環境の確保、教育環境の質的向上、地域コミュニティの拠点形成を⽬指して再⽣を⾏う
ことが重要です。 

③ ⼩中学校の規模・配置の適正化の検討 

本町の児童・⽣徒数は減少しておりませんが、表-2-15 に⽰すように国が定める⼤規模
校、適正規模の学校は本町では４校あり、⼤神中学校が過⼩規模校、藤原⼩学校、⼤神⼩学
校が⼩規模校となっています。 

このため、将来を⾒据えた⼩中学校の規模や配置の適正化が課題となっていますが、そ
の検討にあたっては児童・⽣徒にとって望ましい教育環境はどうあるべきかという観点に
⽴ち、保護者や地域住⺠等の理解や協⼒を得ながら進めていくことが必要です。 

 

表-2-16 学校規模の分類 
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３. 学校施設の⽼朽化状況 

(1) 学校施設の⽼朽化状況の把握 

① ⽼朽化状況の評価 

施設の健全性・劣化状況を把握し評価するため、学校施設等１２施設の主要建物３８棟
（プール専⽤付属室を含む）を対象に、学校施設台帳や耐震診断結果の整理を⾏うととも
に、⽬視による現地調査を⾏い、屋上・外壁等の実態把握を⾏いました。 

「屋根・屋上」、「外壁」は、以下に⽰す劣化状況調査票を基に、各項⽬について劣化状況
の確認と劣化具合の写真を撮影し評価を⾏いました。 

また、「内部仕上」、「電気設備」、「機械設備」は経過年数により評価を⾏い、それらを基
に総合的に施設の健全度として点数化を⾏いました。（⼤規模改造が実施された施設は、実
施後の経過年数により評価） 

【劣化状況調査票】 

 



第２章 学校施設の実態 

35 

 

【評価指標】 

 

図-2-22 評価指標 

【健全度の算定】 

健全度とは、各建物の 5 つの部位について劣化状況を 4 段階で評価し、100 点満点で数
値化した評価指標です。部位のコスト配分を下表のように定め、健全度を 100 点満点で算
定します。 

 

 

  

⽬視による評価 
（屋根・屋上、外壁） 

経過年数による評価 
（内部仕上、電気設備、機械設備） 

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

基準

おおむね良好

部分的に劣化
（安全上・機能上：問題なし）

広範囲に劣化
（安全上・機能上：不具合発生の兆し）

早急に対応する必要がある

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

基準

20年未満

20～40年

40年以上

経過年数に関わらず
著しい劣化事象がある

良好

劣化

良好

劣化

表-2-16 部位の評価点 
評価 評価点

Ａ 100

Ｂ 75

Ｃ 40

Ｄ 10

表-2-17 部位のコスト配分 
部位 コスト配分

屋根・屋上 5.1

外壁 17.2

内部仕上 22.4

電気設備 8.0

機械設備 7.3

合計 60.0

 計算例：総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷ 60（コスト配分合計） 

部位 評価 評価点例 コスト配分 配分評価点

屋根・屋上 Ｃ → 40 × 5.1 ＝ 204

外壁 Ｄ → 10 × 17.2 ＝ 172

内部仕上 Ｂ → 75 × 22.4 ＝ 1,680

電気設備 Ａ → 100 × 8.0 ＝ 800

機械設備 Ｃ → 40 × 7.3 ＝ 292

表：計算例 

計 3,148

÷60

健全度 52※健全度は、数値が⼩さいほど劣化が進んでいることを⽰す 

出典：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（⽂部科学省） 
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【評価基準：屋根・屋上】 

 

出典：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（⽂部科学省） 
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【評価基準：外壁】 

 
出典：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（⽂部科学省） 
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【評価基準：内部仕上、電気設備、機械設備】 

 
出典：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（⽂部科学省） 

  



基準 2019

1 0255 豊岡⼩学校 プール専⽤付属室 5 ⼩学校 その他 S 1 28 1971 S46 48 旧 改築 B B C C D 49
2 0255 豊岡⼩学校 プール専⽤付属室 6 ⼩学校 その他 S 1 11 1971 S46 48 旧 改築 B B C C D 49
3 0255 豊岡⼩学校 教室棟 7 2-122-2 ⼩学校 校舎 RC 3 1,607 1980 S55 39 旧 済 済 H21 35.2 ⻑寿命 A A B B B 84 H22⼤規模改修(耐震)
4 0255 豊岡⼩学校 屋内運動場 8 2-122-4 ⼩学校 体育館 RC 2 1,120 1992 H4 27 新 - - - ⻑寿命 C B C B B 59
5 0255 豊岡⼩学校 教室棟 13 2-122-9 ⼩学校 校舎 RC 4 4,511 2013 H25 6 新 - - - ⻑寿命 A A A A A 100
6 0256 ⽇出⼩学校 屋内運動場 5 2-119-4 ⼩学校 体育館 RC 2 1,684 2002 H14 17 新 - - − ⻑寿命 A B A A A 93
7 0256 ⽇出⼩学校 プール専⽤付属室 6 ⼩学校 その他 S 1 10 1971 S46 48 旧 改築 B B C C D 49
8 0256 ⽇出⼩学校 プール専⽤付属室 7 ⼩学校 その他 S 1 27 1973 S48 46 旧 改築 B C C C D 39
9 0256 ⽇出⼩学校 特別教室棟 8 2-119-1 ⼩学校 校舎 RC 3 1,118 1983 S58 36 新 - - − ⻑寿命 A B B B B 77

10 0256 ⽇出⼩学校 管理教室棟 12 2-119-3 ⼩学校 校舎 RC 4 3,068 2001 H13 18 新 - - − ⻑寿命 A B B A A 84
11 0257 藤原⼩学校 管理教室棟 1 2-116-2 ⼩学校 校舎 RC 3 1,944 1979 S54 40 旧 済 済 Ｈ23 31.4 ⻑寿命 A A C C D 59 H25⼤規模改修(耐震)
12 0257 藤原⼩学校 屋内運動場 3 2-116-3 ⼩学校 体育館 S 1 750 1983 S58 36 新 - - − ⻑寿命 A B B B B 77
13 0257 藤原⼩学校 教室棟 6 2-116-1 ⼩学校 校舎 RC 3 672 1985 S60 34 新 - - − ⻑寿命 A A A B B 94
14 0257 藤原⼩学校 プール専⽤付属室 12 ⼩学校 その他 W 1 21 1990 H2 29 新 改築 B B B B B 75
15 0257 藤原⼩学校 教室棟 13 2-116-6 ⼩学校 校舎 RC 3 347 2001 H13 18 新 - - − ⻑寿命 A A B A A 91
16 0258 川崎⼩学校 管理教室棟 1 2-111-2 ⼩学校 校舎 RC 3 2405 1977 S52 42 旧 済 済 H21 24.9 ⻑寿命 A A D C D 47 H22⼤規模改修(耐震)
17 0258 川崎⼩学校 屋内運動場 4 2-111-3 ⼩学校 体育館 S 1 752 1982 S57 37 新 - - - ⻑寿命 A A C B B 71
18 0258 川崎⼩学校 プール専⽤付属室 6 ⼩学校 その他 S 1 22 1983 S58 36 新 改築 C B B B B 72
19 0258 川崎⼩学校 教室棟 8 2-111-1 ⼩学校 校舎 RC 3 929 1985 S60 34 新 - - - ⻑寿命 A A B B B 84
20 0259 ⼤神⼩学校 管理教室棟 1 2-113-5 ⼩学校 校舎 RC 3 2464 2006 H18 13 新 - - - ⻑寿命 B B A A A 91
21 0259 ⼤神⼩学校 教室棟 2 2-113-1 ⼩学校 校舎 RC 3 1882 1980 S55 39 旧 済 済 Ｈ23 35.1 ⻑寿命 A A B B B 84 H25⼤規模改修(耐震)
22 0259 ⼤神⼩学校 屋内運動場 4 2-113-4 ⼩学校 体育館 S 1 734 1980 S55 39 旧 済 済 Ｈ23 34.7 ⻑寿命 A A B B B 84 H25⼤規模改修(耐震)
23 0259 ⼤神⼩学校 プール専⽤付属室 15 ⼩学校 その他 S 1 65 2004 H16 15 新 改築 A A A A A 100
24 3629 ⽇出中学校 管理教室棟 1-1 2-120-2 中学校 校舎 RC 4 2852 1978 S53 41 旧 済 済 Ｈ23 17.6 ⻑寿命 A A C C D 59 H24⼤規模改修(耐震)
25 3629 ⽇出中学校 教室棟 1-2 2-120-3 中学校 校舎 RC 4 2469 1979 S54 40 旧 済 済 Ｈ23 22.1 ⻑寿命 A A C C D 59 H24⼤規模改修(耐震)
26 3629 ⽇出中学校 プール専⽤付属室 11 中学校 その他 S 1 43 1982 S57 37 旧 改築 B B B B B 75
27 3629 ⽇出中学校 教室棟 12 2-120-1 中学校 校舎 RC 3 1151 1986 S61 33 新 - - - ⻑寿命 A C C B B 54
28 3629 ⽇出中学校 屋内運動場 13 2-120-4 中学校 校舎 S 2 1370 1986 S61 33 新 - - - ⻑寿命 A B C B B 64
29 3630 ⼤神中学校 屋内運動場 9 2-114-5 中学校 体育館 RC 2 869 1967 S42 52 旧 済 済 Ｈ23 23.6 ⻑寿命 B A B C D 70 H25⼤規模改修(耐震)
30 3630 ⼤神中学校 プール専⽤付属室 10 中学校 その他 S 1 53 1977 S52 42 旧 改築 A A A C D 81
31 3630 ⼤神中学校 管理教室棟 11 2-114-1 中学校 校舎 RC 3 2798 1982 S57 37 新 - - − ⻑寿命 A D B B B 58
32 6674 豊岡幼稚園 管理教室棟 1 2-124-1 幼稚園 校舎 RC 1 438 1980 S55 39 旧 済 済 H24 64.2 改築 C A B B B 79 H25⼤規模改修(耐震)
33 6672 ⽇出幼稚園 管理教室棟 1 2-121-1 幼稚園 校舎 RC 1 306 1976 S51 43 旧 済 済 H24 33.6 改築 A A B C D 72 H25⼤規模改修(耐震)
34 6675 藤原幼稚園 管理教室棟 1 2-117-1 幼稚園 校舎 RC 1 183 1973 S48 46 旧 済 済 H24 14.3 改築 A B C C D 51 H25⼤規模改修(耐震)
35 6675 藤原幼稚園 ホール 3 2-117-1 幼稚園 校舎 RC 1 95 1997 H9 22 新 - - - 改築 A B B B A 80
36 6673 川崎幼稚園 管理教室棟 1 2-112-1 幼稚園 校舎 RC 1 239 1981 S56 38 旧 - - 改築 A C B B B 67
37 6673 川崎幼稚園 管理教室棟 2 2-112-1 幼稚園 校舎 RC 1 176 1981 S56 38 旧 - - - 改築 A C B B B 67
38 6678 ⼤神幼稚園 管理教室棟 1 2-115-1 幼稚園 校舎 RC 1 349 1981 S56 38 旧 - - - 改築 A A B B B 84
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基準 2019

8 0256 ⽇出⼩学校 プール専⽤付属室 7 ⼩学校 その他 S 1 27 1973 S48 46 旧 改築 B C C C D 39
16 0258 川崎⼩学校 管理教室棟 1 2-111-2 ⼩学校 校舎 RC 3 2405 1977 S52 42 旧 済 済 H21 24.9 ⻑寿命 A A D C D 47 H22⼤規模改修(耐震)
1 0255 豊岡⼩学校 プール専⽤付属室 5 ⼩学校 その他 S 1 28 1971 S46 48 旧 改築 B B C C D 49
2 0255 豊岡⼩学校 プール専⽤付属室 6 ⼩学校 その他 S 1 11 1971 S46 48 旧 改築 B B C C D 49
7 0256 ⽇出⼩学校 プール専⽤付属室 6 ⼩学校 その他 S 1 10 1971 S46 48 旧 改築 B B C C D 49

34 6675 藤原幼稚園 管理教室棟 1 2-117-1 幼稚園 校舎 RC 1 183 1973 S48 46 旧 済 済 H24 14.3 改築 A B C C D 51 H25⼤規模改修(耐震)
27 3629 ⽇出中学校 教室棟 12 2-120-1 中学校 校舎 RC 3 1151 1986 S61 33 新 - - - ⻑寿命 A C C B B 54
31 3630 ⼤神中学校 管理教室棟 11 2-114-1 中学校 校舎 RC 3 2798 1982 S57 37 新 - - − ⻑寿命 A D B B B 58
4 0255 豊岡⼩学校 屋内運動場 8 2-122-4 ⼩学校 体育館 RC 2 1,120 1992 H4 27 新 - - - ⻑寿命 C B C B B 59

11 0257 藤原⼩学校 管理教室棟 1 2-116-2 ⼩学校 校舎 RC 3 1,944 1979 S54 40 旧 済 済 Ｈ23 31.4 ⻑寿命 A A C C D 59 H25⼤規模改修(耐震)
24 3629 ⽇出中学校 管理教室棟 1-1 2-120-2 中学校 校舎 RC 4 2852 1978 S53 41 旧 済 済 Ｈ23 17.6 ⻑寿命 A A C C D 59 H24⼤規模改修(耐震)
25 3629 ⽇出中学校 教室棟 1-2 2-120-3 中学校 校舎 RC 4 2469 1979 S54 40 旧 済 済 Ｈ23 22.1 ⻑寿命 A A C C D 59 H24⼤規模改修(耐震)
28 3629 ⽇出中学校 屋内運動場 13 2-120-4 中学校 校舎 S 2 1370 1986 S61 33 新 - - - ⻑寿命 A B C B B 64
36 6673 川崎幼稚園 管理教室棟 1 2-112-1 幼稚園 校舎 RC 1 239 1981 S56 38 旧 - - H13 改築 A C B B B 67
37 6673 川崎幼稚園 管理教室棟 2 2-112-1 幼稚園 校舎 RC 1 176 1981 S56 38 旧 - - - 改築 A C B B B 67
29 3630 ⼤神中学校 屋内運動場 9 2-114-5 中学校 体育館 RC 2 869 1967 S42 52 旧 済 済 Ｈ23 23.6 ⻑寿命 B A B C D 70 H25⼤規模改修(耐震)
17 0258 川崎⼩学校 屋内運動場 4 2-111-3 ⼩学校 体育館 S 1 752 1982 S57 37 新 - - - ⻑寿命 A A C B B 71
18 0258 川崎⼩学校 プール専⽤付属室 6 ⼩学校 その他 S 1 22 1983 S58 36 新 改築 C B B B B 72
33 6672 ⽇出幼稚園 管理教室棟 1 2-121-1 幼稚園 校舎 RC 1 306 1976 S51 43 旧 済 済 H24 33.6 改築 A A B C D 72 H25⼤規模改修(耐震)
14 0257 藤原⼩学校 プール専⽤付属室 12 ⼩学校 その他 W 1 21 1990 H2 29 新 改築 B B B B B 75
26 3629 ⽇出中学校 プール専⽤付属室 11 中学校 その他 S 1 43 1982 S57 37 旧 改築 B B B B B 75
9 0256 ⽇出⼩学校 特別教室棟 8 2-119-1 ⼩学校 校舎 RC 3 1,118 1983 S58 36 新 - - − ⻑寿命 A B B B B 77

12 0257 藤原⼩学校 屋内運動場 3 2-116-3 ⼩学校 体育館 S 1 750 1983 S58 36 新 - - − ⻑寿命 A B B B B 77
32 6674 豊岡幼稚園 管理教室棟 1 2-124-1 幼稚園 校舎 RC 1 438 1980 S55 39 旧 済 済 H24 64.2 ⻑寿命 C A B B B 79 H25⼤規模改修(耐震)
35 6675 藤原幼稚園 ホール 3 2-117-1 幼稚園 校舎 RC 1 95 1997 H9 22 新 - - - 改築 A B B B A 80
30 3630 ⼤神中学校 プール専⽤付属室 10 中学校 その他 S 1 53 1977 S52 42 旧 改築 A A A C D 81
3 0255 豊岡⼩学校 教室棟 7 2-122-2 ⼩学校 校舎 RC 3 1,607 1980 S55 39 旧 済 済 H21 35.2 ⻑寿命 A A B B B 84 H22⼤規模改修(耐震)

10 0256 ⽇出⼩学校 管理教室棟 12 2-119-3 ⼩学校 校舎 RC 4 3,068 2001 H13 18 新 - - − ⻑寿命 A B B A A 84
19 0258 川崎⼩学校 教室棟 8 2-111-1 ⼩学校 校舎 RC 3 929 1985 S60 34 新 - - - ⻑寿命 A A B B B 84
21 0259 ⼤神⼩学校 教室棟 2 2-113-1 ⼩学校 校舎 RC 3 1882 1980 S55 39 旧 済 済 Ｈ23 35.1 ⻑寿命 A A B B B 84 H25⼤規模改修(耐震)
22 0259 ⼤神⼩学校 屋内運動場 4 2-113-4 ⼩学校 体育館 S 1 734 1980 S55 39 旧 済 済 Ｈ23 34.7 ⻑寿命 A A B B B 84 H25⼤規模改修(耐震)
38 6678 ⼤神幼稚園 管理教室棟 1 2-115-1 幼稚園 校舎 RC 1 349 1981 S56 38 旧 - - - 改築 A A B B B 84
15 0257 藤原⼩学校 教室棟 13 2-116-6 ⼩学校 校舎 RC 3 347 2001 H13 18 新 - - − ⻑寿命 A A B A A 91
20 0259 ⼤神⼩学校 管理教室棟 1 2-113-5 ⼩学校 校舎 RC 3 2464 2006 H18 13 新 - - - ⻑寿命 B B A A A 91
6 0256 ⽇出⼩学校 屋内運動場 5 2-119-4 ⼩学校 体育館 RC 2 1,684 2002 H14 17 新 - - − ⻑寿命 A B A A A 93

13 0257 藤原⼩学校 教室棟 6 2-116-1 ⼩学校 校舎 RC 3 672 1985 S60 34 新 - - − ⻑寿命 A A A B B 94
5 0255 豊岡⼩学校 教室棟 13 2-122-9 ⼩学校 校舎 RC 4 4,511 2013 H25 6 新 - - - ⻑寿命 A A A A A 100

23 0259 ⼤神⼩学校 プール専⽤付属室 15 ⼩学校 その他 S 1 65 2004 H16 15 新 A A A A A 100
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⼩学校５校の対象建物全 23 棟、健全度の平均値は 74.4 点、健全度 50 点未満の建物は 5
棟、中学校２校の全 8 棟の平均値は 65.0 点、健全度 50 点未満の建物はなし、幼稚園５園
の全 7 棟の平均値は 71.4 点、健全度 50 点未満の建物はなしとなっています。 
（1971 年度築のプール専⽤付属室が３棟とも健全度 49 のため、図上では重なっています） 
 

耐震改修⼯事及び⼤規模改修⼯事を近年に⾏っている建物が多く、屋根・屋上や外壁は
⽐較的良好な状態ですが、経過年数以上に内部の劣化が進⾏している建物も⾒られます。 

建築年度と健全度の関係をみると、全体的に建築年度が古いほど健全度が低く、新しく
なるにつれて健全度が⾼いことが伺えます。 

 
図-2-23 建築年度と健全度の相関関係 
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(2) 学校施設の⽼朽化所⾒ 

現地調査の結果、学校施設等の建物は以下のような⽼朽化状態がみられます。 
全ての棟の電気設備、機械設備の更新状況は不明なので、築 40 年以上であればＣ，Ｄ評

価となっています。 

① ⼩学校 校舎 

築 30 年以上の建物の⽼朽化が進んでいます。藤原⼩学校の管理教室棟、川崎⼩学校の管
理教室棟では、室内設備の劣化が多くみられます。築 20 年以内の校舎は劣化は⾒られず良
好な状態です。 

② ⼩学校 体育館 

豊岡⼩学校は築 27 年ですが⼊⼝屋根の損傷が⾒られます。築 37 年の川崎⼩学校は内部
鉄⾻に錆の他、損傷が⽬⽴ちます。その他の屋内運動場は良好な状態です。 

③ ⼩学校 その他 

豊岡⼩学校、⽇出⼩学校、川崎⼩学校のプール専⽤付属室は築 30 年以上で⽼朽化が進ん
でおりいずれも劣化が進んでいます。 

④ 中学校 校舎 

全て築 30 年以上の建物で、内部仕上げに劣化が⽬⽴ちます。 
⽇出中学校の管理教室棟の外壁に損傷が⾒られます。 

⑤ 中学校 体育館 

両校ともにほぼ良好な状態を維持しています。 
⽇出中学校の床の損傷が⾒られます。 

⑥ 中学校 その他 

両校のプール専⽤付属室は築 30 年以上で⽼朽化が進んでおり、いずれも劣化が進んでい
ます。 

⑦ 幼稚園 園舎 

全て築 35 年以上の建物で⽼朽化が進んでおり、特に内部仕上げに劣化が⽬⽴ちます。 
豊岡幼稚園の屋上が劣化損傷しています。 

⑧ 幼稚園 ホール 

藤原幼稚園のホールは築 22 年で良好な状態を維持しています。 
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第 3 章 学校施設整備の基本⽅針 

 

１. 学校施設の規模・配置計画等の⽅針 

本町の学校施設は、過⼩規模校１校、⼩規模校２校、⼤規模校１校に分類されます。 
 

表-3-1 学校別の学級数による分類 

 
※平成 31 年時点 
※特別⽀援学級数は変動が⽣じるため、加味していません。 
 
 
今後、児童・⽣徒数は減少傾向にあり、⼀学年⼀クラスは維持するものの、学校の⼩規

模化がさらに進むことが予測されます。 
 

表-3-2 児童・⽣徒数の推計値 
 

 
 

図-3-1 児童数・⽣徒数の推計値 
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   表-3-3 学級数の推計値 

 
 

 
図-3-2 学級数の推計値 

 
 
 

  



第３章 学校施設整備の基本⽅針 

45 
 

 

２. 改修等の基本的な⽅針 

本町の学校施設や設備の⽼朽化、不具合などの実態を踏まえ、「学校施設の⽬指すべき
姿」を持続的に実現していくための基本⽅針を次のように設定します。 

 
(1) ⻑寿命化の⽅針 

本町の厳しい財政状況において従来の改築（建替え）を中⼼とした⽼朽化対策では、対
応しきれない施設が⼤幅に増加するおそれがあります。中⻑期的な維持管理等に係るトー
タルコストの縮減・予算の平準化を実現するため、改築より⼯事費が安価で、廃棄物や⼆
酸化炭素の排出量を少なくなる対策が重要となっています。そのため、建物を将来にわた
って⻑く使い続けるために耐⽤年数を延ばすことを⽬的とした⻑寿命化改修への転換を図
ります。 

⼀般に改修と⾔っても内容は様々であり、対象は部分なのか全体なのか、また、改修内
容は元に戻すだけなのか、機能や性能を上げるものなのかで 4 つの概念に整理されます
が、「⻑寿命化改修」は建物全体を改修し、併せて性能向上を伴うものとなります。 

 
図-3-3 ⻑寿命化改修の位置づけ 

ただし、中には次のように⻑寿命化に適さない施設もあります。 
○ 劣化が激しく、改修に多額の費⽤がかかるため、改築した⽅が経済的に望ましい 
施設 
○ 改築までの期間が短く⻑寿命化改修を⾏うと、維持に係る費⽤が⾼くなる施設 
○ コンクリート強度が著しく低い施設（おおむね 13.5N/mm2 以下） 
○ 校地環境または周辺環境の安全性が⽋如している施設 

資料：「学校施設の⻑寿命化改修の⼿引き」 

部　分 全　体

性
能
向
上

改　　善 長寿命化改修

原
状
回
復

修　　繕 大規模修繕
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○ 学校の適正配置など地域の実情により改築せざるを得ない施設 
 
  本計画では、図-23 に⽰す⻑寿命化判定フローに準拠し、「⻑寿命化」と「改築」

の判定を⾏います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3-4 ⻑寿命化判定フロー 

参考：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（⽂部科学省） 

耐震補強済み 
または 

耐震診断で耐震性あり 

耐 震 基 準 

 

  コンクリート圧縮強度 
  13.5Ｎ/mm2 以下 

ＲＣ 
造 

  概ね 40 年以上で 
  腐⾷や劣化の進⾏が 

  著しいもの 

Ｓ造 
Ｗ造 
等 

耐震補強 

「要調査」 
建物 

「⻑寿命」として試算 「改築」として試算 

新耐震基準 旧耐震基準 

 ＮＯ 

 ＮＯ 

 ＹＥＳ 

 ＹＥＳ 

 ＹＥＳ 

または、使⽤不可 
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 ⻑寿命化改修では、基本的に建物の耐久性向上、建物の性能や機能を向上させるため

に、表-20 に⽰す⼯事を⾏います。 
表-3-4 ⻑寿命化改修⼯事の内容例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さらに、改築と⻑寿命化改修には、それぞれ表-21 に⽰すようなメリットとデメリッ

トがありますが、⻑寿命化改修を⾏うほうが、費⽤を⼤幅に縮減しつつ、改築と同等の効
果が期待でき、費⽤対効果は⾮常に⼤きくなります。 

 
表-3-5 改築と⻑寿命化改修のメリットとデメリット 

 メリット デメリット 

改築 

設計や施⼯上の制約が少ない。 
⾼層化や地下階の拡⼤が容易に可能、設

計や施⼯は⽐較的容易、耐震基準、法規な
どについては最新のものに対応は容易。 

廃棄物が⼤量に発⽣する。既存建物の解体
と廃棄に費⽤と時間がかかる。 

⼯事に時間と費⽤がかかる。 

⻑寿命化改修 

⼯期の短縮、⼯事費の縮減ができる。 
廃棄物が少ない。 

設計及び施⼯上の制約が多い。 
柱・耐⼒壁などの既存躯体を利⽤するため

の間取りの変更に制約が⽣じる場合がある。 
計画には⼗分な検討が必要。 

資料：「学校施設の⻑寿命化改修の⼿引き」より  

○ 木材の活用　　　　　　　　　　　　　など

地域コミュニティの拠点形成を図るもの

○ 防災機能の強化

○ バリアフリー化

○ 地域住民の利用を考慮した教室等の配置の変更
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

性能向上

安全・安心な施設環境を確保するもの

○ 耐震対策（非構造部材を含む）

○ 防災機能の強化

○ 事故防止・防犯対策　　　　　　    　  など

教育環境の質的向上を図るもの

○ 近年の多様な学習内容・学習形態への対応

○ 今後の学校教育や情報化の進展に
    　　　　　　　　　　　対応可能な柔軟な計画

○ 省エネルギー化・再生可能エネルギーの活用

○ バリアフリー化

耐久性向上

構造躯体の経年劣化を回復するもの

耐久性に優れた仕上材へ取り替えるもの

コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対策等

劣化に強い塗装・防水材等の使用

維持管理や設備更新の容易性を確保するもの

水道、電気、ガス等のライフラインの更新
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(2) 予防保全の⽅針 

施設をできる限り⻑く使⽤するため、適切な維持管理を⾏っていくことが重要であり、
そのための整備⽅法として、「事後保全」と「予防保全」の 2 つがあります。 

「事後保全」は⽼朽化による劣化・破損等の⼤規模な不具合が⽣じた後に修繕等を⾏う
もので、従来の施設管理の多くで⾏われていました。 

⼀⽅、「予防保全」は損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実施することで
機能・性能の保持・回復を図り、これにより突発的な事故が減少し、多額の費⽤の発⽣を
抑えることができます。 

また、「予防保全」では、計画的な修繕を⾏うことで、施設に不具合が⽣じる前にメン
テナンスを施し、従来の「事後保全」での整備と⽐較して施設を⻑く使⽤することができ
ます。したがって、学校施設の整備は今後「事後保全」から「予防保全」への転換を図る
必要があります。 

表-3-6 学校施設の保全 

保  全 
建物や設備が完成してから取り壊すまでの間、その性質や機能を良好な

状態に保つほか、社会・経済的に必要とされる性能・機能を確保し、保持
し続けること。保全のための⼿段として、点検・診断・改修等がある。 

事 後 保 全 ⽼朽化による不具合が⽣じた後に修繕等を⾏う事後的な保全のこと。 

予 防 保 全 
損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持・回復を図るために

修繕等を⾏う、予防的な保全のこと。なお、あらかじめ周期を決めて計画
的に修繕等を⾏う保全のことを「計画保全」という。 

 
(3) ⽬標使⽤年数の設定 

 学校施設の鉄筋コンクリート造建物の法定耐⽤年数は 47 年となっていますが、これ
は税務上、減価償却を算定するために設定されたものです。 

構造物としての物理的な耐⽤年数はこれよりも⻑くなっています。社団法⼈⽇本建築学
会の「建築物の耐久計画に関する考え⽅」では、建築物全体の望ましい⽬標使⽤年数とし
て、鉄筋コンクリート造の学校の場合、普通品質で 50〜80 年、⾼品質の場合は 80〜120
年とされています。 

 これを踏まえ、学校施設の⽬標使⽤年数は、公共建築物⻑寿命化指針で⽰される 70
〜80 年を基本として設定します。 

なお、各施設の建築時期は、財政負担の関係上、学校施設全体の事業量について平準化
を図る必要があるため、⽬標使⽤年数 70〜80 年から若⼲前後させる設定も必要となる場
合があります。 

 また、鉄⾻造建物については、技術的な耐⽤年数の⽬安は特にありませんが、鉄⾻構
造における防錆やボルトの締め付け⼒が維持される限り使⽤可能であると想定し、鉄筋コ
ンクリート造建物と同等の年数とします。 
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(4) 改修周期の設定 
学校施設整備の⽅針を、改築が中⼼の整備から⻑寿命化を図る⽅向へと転換し、あらか

じめ設定した⽬標使⽤年数まで使⽤することを⽬標に、適切な時期に改修を⾏います。 
例えば、築 20 年経過後に原状回復のための改修（予防保全的な改修）を⾏い、⽬標使

⽤年数の中間期（概ね 40 年後）に⻑寿命化改修を実施、その後、改築までの期間に再度
原状回復のための改修を⾏うなど⻑寿命化に取り組みます。 

このように定期的に必要な改修を⾏うことで経年による劣化状況の回復だけでなく、学
校施設の機能・性能の低下を⻑期間放置することなく、社会的に必要とされる多様な学習
形態の⽔準まで引き上げることができるように取り組みます。 

 
 
 

図-3-5 改築中⼼から⻑寿命化への転換イメージ 

資料：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 ⽉ ⽂部科学省） 
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  第 4 章 基本的な⽅針を踏まえた施設整備の⽔準 

 

１. 改修等の整備⽔準 

⻑寿命化改修にあたっては、単に建築時の
状態に戻すのではなく、「安全⾯・耐⽤性」
や「機能性・快適性」及び「環境⾯」を確保
するための改修を⾏います。 

「安全性・耐⽤性」や「機能性・快適性」
の改修では、構造体の⻑寿命化やライフライ
ンの更新等により建物の耐久性を⾼め、維持
管理コストの縮減、計画的な⽀出による財政
の平準化を図ります。また、「環境⾯」の改
修では多様な学習形態による活動が可能とな
る環境の提供など、現代の社会的な要請に応
じるための改修を⾏います。 

 

表-4-1 改修⼯事等における整備内容例 

項 ⽬ 整 備 内 容 
 安全性・耐⽤性を確保・維持するため

の改修 
 構造体の⻑寿命化や内外装仕上等の改

修、設備更新や必要な防災・防犯機能
の付加等 

 外装（屋上防⽔、外壁仕上材、躯体の
クラック、鉄筋、浮き補修等） 

 屋上・屋根（防⽔改修等） 
 内装（床、壁、天井、間仕切り等） 
 ⾮構造部材の耐震対策 
 防災機能 
 防犯対策・事故防⽌対策 

 機能性・快適性を確保・維持するため
の改修 

 機能性や快適性等、学校⽣活の場とし
て必要な環境の確保・維持や、必要な
社会ニーズに応じた機能付加等 

 受変電、照明設備等更新 
 設備（空調、給排⽔等） 
 ICT 設備 
 バリアフリー対応（段差の解消等） 
 トイレ改修（洋式化、乾式化） 

 環境⾯を確保・維持するための改修 
 断熱や遮⾳等による環境⾯の向上や省

エネ化によるコスト削減等 

 断熱性能の向上（壁、開⼝部等） 
 遮⾳性能の向上（壁、開⼝部等） 
 設備の⾼効率化（LED 化、エアコン

設置等） 

改修等の
整備水準

安全性・ 耐用
性を確保・ 維
持するための

改修

環境面を確
保・ 維持する
ための改修

機能性・ 快適
性を確保・ 維
持するための

改修

図-4-1 整備⽔準の考え⽅ 
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⻑寿命化改修では、整備⽔準を⾼めるほどコストは⾼くなりますが、建物性能の向上に
より建物寿命が延びたり、設備機能の向上により光熱⽔費の縮減につながります。 

図-4-2、図-4-3 に⽰す整備⽔準において、Ａレベルは最も整備⽔準が⾼く、Ｃレベルは
従来の整備⽔準にほぼ相当します。このため、基本的な整備⽔準をＢレベルに設定します
が、建物の劣化状況や改修内容により整備⽔準を柔軟に変更します。また、ライフサイク
ルにおけるコストの試算を⾏い、予算の⾒通しを踏まえた整備⽔準の設定を⾏います。 

 

 
図-4-2 校舎・体育館等の整備⽔準 

 
図-4-3 主要な設備の整備⽔準  

内部
仕上

内装の全面撤去・更新
(木質化)

内装の全面撤去・更新
(一般型)

床補修
壁・天井塗替え

既存のまま

手すり・スロープ設置
ＥＶ設置

手すり・スロープ設置 既存のまま

日射抑制措置
(庇等)

既存のまま

手すり等の鉄部塗装

フッ素系塗料 シリコン系塗料 ウレタン系塗料 アクリル系塗料

サッシ交換
(複層ガラス等)

既存サッシのガラス交換
(複層ガラス等)

既存サッシの
日射調整フイルム貼り

既存のまま

部位

外部
仕上

アスファルト防水
(保護材・断熱材敷設)

シート防水
(保護材・断熱材敷設) シート防水

(保護材敷設)
塗膜

アスファルト防水
(保護材敷設)

改修メ ニュ ー（ 整備レベル）高 低

屋根・ 屋上

外壁（ 塗膜）

外部開口部

バリ アフ リ ー化

その他

内部仕上

Aレベル Bレベル Cレベル

既存のまま

体育館・教室等
空調設備設置

(冷暖房)

教室等
空調設備設置

(冷暖房)

教室等
空調設備設置
(冷房のみ)

既存のまま

衛生
設備

内装の全面撤去・更新
(ドライ化)

多目的トイレ設置
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(ドライ化)

床補修
壁・天井塗替え

(ドライ化)
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機械
設備

給水設備改修
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給水設備改修
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給水設備改修 既存のまま

部位

電気
設備

受変電設備交換(容量増大)
自家発電設備設置

受変電設備交換
(容量増大)

受変電設備交換
(容量不変)

既存のまま

改修メ ニュ ー（ 整備レベル）高 低

受変電設備

照明器具

給水設備

冷暖房設備

ト イ レ
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２. 維持管理の項⽬・⼿法等 

(1) 維持管理の必要性 
学校施設は、児童・⽣徒の学習・⽣活の場であるとともに、災害時には避難所として地

域住⺠の避難⽣活の拠点としての役割も担うものであるため、平常時だけでなく災害時に
おいても⼗分な安全性・機能性を有することが求められます。 

しかし、建築当初には確保されていたこれらの性能も、経年劣化等により必要な性能を
満たさなくなっているおそれがあることから、学校施設の管理者においては、当該施設が
常に健全な状態を維持できるよう、法令等（建築基準法、消防法等）に基づいて定期的に
点検を⾏い、必要な修理・修繕等を速やかに実施し、適切に維持管理を⾏っていくことが
必要です。 

また、学校施設を適切に維持管理するためには、施設の管理者と学校の教職員がそれぞ
れの⽴場に応じて点検等を⾏うことが重要です。 
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(2) 維持管理の項⽬ 
施設の維持管理については、関係者が⽇常的に点検を⾏い、建物の劣化状況等を早い段

階で把握できるようにするとともに、建築基準法等に基づいて、「定期的な点検の実施」
と「点検結果に基づく必要な修繕等」を⾏うことが義務付けられています。 

「定期的な点検の実施」は、建築基準法や消防法に基づき定められた点検項⽬等につい
て、専⾨的な知識を持った有資格者に、⼀定の期間ごとに点検を実施させることとなりま
す。 

表-4-2 建築基準法に基づく法定点検 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

点検内容 点検内容

不陸、傾斜等 劣化・損傷

排水 劣化・損傷

通路の確保、支障物 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷、作動

劣化・損傷

基準適合性

劣化・損傷、沈下 物品放置

躯体等 劣化・損傷 劣化・損傷

外装仕上材 劣化・損傷 劣化・損傷

窓サッシ等 劣化・損傷 防煙壁 劣化・損傷

非煙設備 作動、排煙口

劣化・損傷 進入口等 維持保全

劣化・損傷 照明装置 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷

特殊構造等（免震構造等）

内壁 避雷設備

床 煙突

Ｃ. 屋上及び屋根

屋上面、屋上周り 非常時の
設備等

機器及び工作物

外壁

避難上有効なバルコニー

階段

排煙設備等

Ｄ. 建築物の内部 Ｆ. その他

防火区画

敷地内通路 照明器具、懸垂物等

塀 居室の採光及び換気

擁壁 Ｅ. 避難施設等

Ｂ. 建築物の外部 居室から地上への通路

基礎・土台 廊下、出入口

地盤 天井

敷地 防火設備

点検する項目 点検する項目

Ａ. 敷地及び地盤 Ｄ. 建築物の内部
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また、⽇常的に維持管理を⾏うことで、建物の劣化状況を詳細に把握できるとともに、
より早く異常に気付くことができるため、施設の状況に応じた維持、改修内容や時期の検
討が早期に可能となります。 

表-4-3 維持管理のための点検 

点検分野 項⽬ 内容 期間 点検者 

⽇常的な 
維持管理
のための

点検 

清掃 
 汚れを除去すること及び汚れを予防

することにより仕上材を保護し、快
適な環境に保つための作業 

毎⽇ 各学校 

保守 

 点検の結果に基づき、建築物等の機
能の回復⼜は危険の防⽌のために⾏
う消耗部品の交換、注油、塗装、そ
の他これらに類する軽微な作業 

毎⽇ 各学校 

⽇常 
点検 

 ⽬視、聴⾳、触接等の簡易な⽅法に
より、巡回しながら⽇常的に⾏う点
検 

 機器及び設備について、異常の有
無、兆候を発⾒ 

毎⽉ 各学校 

定期的な 
維持管理
のための

点検 

⾃主 
点検 

 機器及び設備の破損、腐⾷状況を把
握し、修理・修繕等の保全計画の作
成 

1 年 
教育 

委員会 

法定 
点検 

 ⾃主点検では確認できない箇所や、
法的に定められた箇所に関して、専
⾨業者により点検 

 当該点検を実施するために必要な資
格⼜は特別な専⾨知識を有する者が
定期的に⾏う点検 

建築物 
3 年 

 
設備等 

1 年 

教育 
委員会 

臨時的な 
維持管理
のための

点検 

臨時 
点検 

 ⽇常、定期点検以外に⾏う臨時的な
点検 

 建築物等の部分について、損傷、変
形、腐⾷、異臭、その他の異常の有
無を調査し、保守⼜はその他の措置
が必要か否か判断 

随時 各学校 
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(3) 点検・評価結果の蓄積 
⻑寿命化を図るための⼤規模改修を計画的かつ円滑に⾏えるように、施設の予防保全管

理に⽇常的に取り組み、建物の定期的な点検により⽼朽化の状況を把握し、改修履歴を含
めた施設の情報をデータベース化し、随時更新していくことに努めます。 

 

 
図-4-4 点検・評価結果のデータベース化（イメージ） 

 

 

○　施設管理者からの改善等の要望事項 ○　点検結果をデータベースに適宜反映

○　改修等の緊急性

施 設 改 修 等 の 要 望 日 常 的 ・ 定 期 的 な 点 検

○　改修履歴

○　棟別劣化状況

○　健全性評価

施設別棟別
学校施設データベース

建物状態に関するデータの一元管理

○　構造、階数、面積、建築年数

○　建築年、築年数

○　改修履歴

○　配置図、平面図

○　建物 : 目視調査、写真記録

○　電気・機械設備 : 経過年数

○　建物用途(校舎、体育館等)

○　構造、階数、面積

学 校 施 設 等 管 理 台 帳 老 朽 化 状 況 の 実 態 調 査 結 果
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第 5 章 学校施設長寿命化の実施計画 

 

１．単価の設定 

学校施設等のコスト試算にあたっては、校舎、体育館、園舎について、下表の単価設定に

基づいて行いました。 

表 5-1：改築単価の設定根拠 

 
資料：公共施設等総合管理計画（平成 29年 3 月 日出町） 

 

改築単価を基に、文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属エクセル

ソフト」（以下、「付属エクセルソフト」という）の比率を使用して、以下のように各施設の単

価を設定しています。 

表 5-2：試算のための単価設定 

 
 

また、以下のように改築、長寿命化改修、大規模改造などコスト試算の条件の設定を行っ

ています。 

表 5-3：コスト試算条件 

 
資料：公共施設等総合管理計画（平成 29年 3 月 日出町） 
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２．施設評価及び優先順位 

(1) 施設評価 

対象施設に対して行った劣化状況評価の健全度で、劣化等が進み、健全度が 50 点未満と

なっている建物について、健全度が低い方から並べると次のようになっており、5 施設が該

当します。 

表 5-4：健全度 50 点未満の建物 
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また、長寿命化改修のコスト試算条件に該当する、築年数が 40 年以上経過している建物

について、築年数が高い方から並べると次のようになっており、12 施設が該当します。 

 

表 5-5：築年数 40 年以上の建物 
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３. 改修等の優先順位付け 

 「第２章 学校施設の実態」や「第３章 学校施設整備の基本方針」及び「第４章 基本的な

方針を踏まえた施設整備の水準」を踏まえ、今後の学校施設等の改修等に関する優先順位付

けは、次の考え方を基に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○学校再編計画があれば、施設の利⽤計画による施設利⽤計画に基づいてコ
スト試算を判定する。 

 ⇒本町においては、平成 28 年４⽉より南端⼩学校、南端中学校を休校とし
た以降、令和２年３⽉現在、再編計画はありません。 
⇒従いまして、除外する建物、再編へ向けての建て替え・⼤規模改修を予
定している建物はありません。 
⇒ﾌﾟｰﾙ専⽤付属室は⼩規模で、築年数の⻑いものが多いので、建て替えと
する。 
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○ ⻑寿命化改修は、築年数が⾼い施設、健全度が低い施設、⼤規模改造が⾏
われていない施設を優先します。 

○ ⻑寿命化対象施設(10 年以内に築年数 40 年以上となる施設）のうち、 
 健全度は⾼いが、劣化状況評価がＣ評価もしくはＤ評価がある施設は、 
「部位修繕」を⾏う。 
⇒D 評価の部位は今後 5 年以内、C 評価の部位は今後 10 年以内に⾏います。 

○ ⻑寿命化対象施設であっても、健全度が⾼く、劣化状況評価も良好な施設は、 
今後 10 年間は現状を維持しながら管理していきます。 
 

○ 上記の優先順位を基に、特定の時期に改修等の財政⽀出が過度に集中しないように、
コストの平準化を図ります。 



■　 日出町学校施設　 10年間事業計画
（ 文部科学省エクセルソフト の試算上： 平準化あり） 改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 その他

要調査の建物のため「 改築」 として試算

屋上 外壁 内部 電気 機械 健全度 2020（ R.2） 2021（ R.3） 2022（ R.4） 2023（ R.5） 2024（ R.6） 2025（ R.7） 2026（ R.8） 2027（ R.9） 2028（ R.10） 2029（ R.11）

1 豊岡⼩学校 プール専⽤付属室 5 その他 28 48 B B C C D 49 維持 1,229

2 豊岡⼩学校 プール専⽤付属室 6 その他 11 48 B B C C D 49 維持 483

3 豊岡⼩学校 教室棟 7 校舎 1,607 39 A A B B B 84 維持
4 豊岡⼩学校 屋内運動場 8 体育館 1,120 27 C B C B B 59 維持   33,634

5 豊岡⼩学校 教室棟 13 校舎 4,511 6 A A A A A 100 維持
6 ⽇出⼩学校 屋内運動場 5 体育館 1,684 17 A B A A A 93 維持
7 ⽇出⼩学校 プール専⽤付属室 6 その他 10 48 B B C C D 49 維持 439

8 ⽇出⼩学校 プール専⽤付属室 7 その他 27 46 B C C C D 39 維持 1,639

9 ⽇出⼩学校 特別教室棟 8 校舎 1,118 36 A B B B B 77 維持
10 ⽇出⼩学校 管理教室棟 12 校舎 3,068 18 A B B A A 84 維持
11 藤原⼩学校 管理教室棟 1 校舎 1,944 40 A A C C D 59 ⻑寿命化改修 164,871 164,871

12 藤原⼩学校 屋内運動場 3 体育館 750 36 A B B B B 77 維持
13 藤原⼩学校 教室棟 6 校舎 672 34 A A A B B 94 維持
14 藤原⼩学校 プール専⽤付属室 12 その他 21 29 B B B B B 75 維持
15 藤原⼩学校 教室棟 13 校舎 347 18 A A B A A 91 維持
16 川崎⼩学校 管理教室棟 1 校舎 2405 42 A A D C D 47 ⻑寿命化改修 203,968 203,968

17 川崎⼩学校 屋内運動場 4 体育館 752 37 A A C B B 71 維持 13,897

18 川崎⼩学校 プール専⽤付属室 6 その他 22 36 C B B B B 72 維持 254

19 川崎⼩学校 教室棟 8 校舎 929 34 A A B B B 84 維持
20 ⼤神⼩学校 管理教室棟 1 校舎 2464 13 B B A A A 91 維持
21 ⼤神⼩学校 教室棟 2 校舎 1882 39 A A B B B 84 維持
22 ⼤神⼩学校 屋内運動場 4 体育館 734 39 A A B B B 84 維持
23 ⼤神⼩学校 プール専⽤付属室 15 その他 65 15 A A A A A 100 維持
24 ⽇出中学校 管理教室棟 1-1 校舎 2852 41 A A C C D 59 維持 125,174

25 ⽇出中学校 教室棟 1-2 校舎 2469 40 A A C C D 59 維持 108,364

26 ⽇出中学校 プール専⽤付属室 11 その他 43 37 B B B B B 75 維持
27 ⽇出中学校 教室棟 12 校舎 1151 33 A C C B B 54 維持 40,642

28 ⽇出中学校 屋内運動場 13 校舎 1370 33 A B C B B 64 維持 25,318

29 ⼤神中学校 屋内運動場 9 体育館 869 52 B A B C D 70 維持 22,081

30 ⼤神中学校 プール専⽤付属室 10 その他 53 42 A A A C D 81 維持 1,347

31 ⼤神中学校 管理教室棟 11 校舎 2798 37 A D B B B 58 ⻑寿命化改修 260,844 260,844

32 豊岡幼稚園 管理教室棟 1 校舎 438 39 C A B B B 79 維持 5,059

33 ⽇出幼稚園 管理教室棟 1 校舎 306 43 A A B C D 72 維持 7,775

34 藤原幼稚園 管理教室棟 1 校舎 183 46 A B C C D 51 維持 8,032

35 藤原幼稚園 ホール 3 校舎 95 22 A B B B A 80 維持
36 川崎幼稚園 管理教室棟 1 校舎 239 38 A C B B B 67 維持 4,022

37 川崎幼稚園 管理教室棟 2 校舎 176 38 A C B B B 67 維持 2,962

38 ⼤神幼稚園 管理教室棟 1 校舎 349 38 A A B B B 84 維持
⼩計 0 0 200,714 201,638 203,968 203,968 164,871 164,871 260,844 260,844

10年間合計（千円）
1,661,716

6年目 7年目 8年目 9年目
今後10年間の工事種別

1年目 2年目 3年目

単位： 千円

通し
番号

施設名 建物名 棟番号
建物
用途

延床
面積

（ ㎡）
築年数

劣化状況評価 10年目4年目 5年目
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■　 日出町学校施設　 10年間事業計画
（ 文部科学省エクセルソフト の試算上： 平準化あり） 改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 その他

要調査の建物のため「 改築」 として試算

屋上 外壁 内部 電気 機械 健全度 2020（ R.2） 2021（ R.3） 2022（ R.4） 2023（ R.5） 2024（ R.6） 2025（ R.7） 2026（ R.8） 2027（ R.9） 2028（ R.10） 2029（ R.11）

6年目 7年目 8年目 9年目
今後10年間の工事種別

1年目 2年目 3年目

単位： 千円

通し
番号

施設名 建物名 棟番号
建物
用途

延床
面積

（ ㎡）
築年数

劣化状況評価 10年目4年目 5年目

■ 単価設定 S U W Y

71 改築 60 100.0 330,000 100.0 330,000 100.0 330,000 100.0 330,000
72 ⻑寿命化改修 40 60.0 198,000 60.0 198,000 60.0 198,000 60.0 198,000
73 ⼤規模改造 30 25.0 82,500 22.0 72,600 25.0 82,500 25.0 82,500
74 屋根・屋上 − 3.5 11,550 3.0 9,900 3.5 11,550 3.5 11,550
75 外壁 − 5.1 16,830 3.5 11,550 5.1 16,830 5.1 16,830
76 内部仕上 − 5.6 18,480 5.6 18,480 5.6 18,480 5.6 18,480
77 電気設備 − 4.0 13,200 4.8 15,840 4.0 13,200 4.0 13,200
78 機械設備 − 3.7 12,210 1.7 5,610 3.7 12,210 3.7 12,210

※改築単価の設定根拠は別紙参照
※⻑寿命化改修を⾏った建物は、改築の更新周期年を80年とする。

割合
（％）

設定単価
（円）

割合
（％）

設定単価
（円）

割合
（％）

設定単価
（円）

⼯事種別
更新

周期（年）

校舎 体育館・武道場 園舎 給⾷センタ−
割合

（％）
設定単価
（円）
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４. 事業推進のための財源 

国では「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」等に基づき、学校施設

の改造、改修、改築を支援するため、公立学校施設の整備に関する補助事業を定め、支援を

行っています。学校施設等の整備にあたっては、これらの補助事業を活用しながら必要な

対応に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

表-30 国庫補助関係 

資料：学校施設の⻑寿命化計画策定に係る⼿引き（平成 27 年 4 ⽉）⽂部科学省 

項目

交付金算定割合

地方財政措置

実質的な地方負担

上限額

下限額 7,000万円 7,000万円 なし

補助要件

◇ 建築後20年以上経過
 　したもの

◇ 耐力度調査の結果、
　 基準点以下となった
　 もの

◇ 危険建物の改築
　 耐力度調査の結果、
　 基準点以下となったもの

◇ 外部及び内部の
　 両方同時に全面的に
　 改造するもの

◇ 不適格建物の改築
　 Is値がおおむね0.3に満た
 　ないもの、又は保有水平
 　耐力に係る指標（q）の
　 値がおおむね0.5に
 　満たないもの

66.7% 26.7% 26.7%

2億円 なし なし

33.3% 33.3% 33.3%

なし 40.0% 40.0%

大規模改造事業 長寿命化改良事業 改築事業

趣旨

文部科学省の学校施設環境改善交付金における対象事業の一つ

大規模な改修を行う事業
長寿命化を目的とした

改修を行う事業
改築を行う事業

◇ 経年により、通常発生
 　する学校建物の損耗、
　 機能低下に対する
　 復旧措置等

◇ 建物の耐久性を高める
 　とともに、現代の社会
 　要請に応じた施設への
 　改修

◇ 構造上危険な状態に
　 ある建物や、教育を
　 行うのに著しく不適
　 当な建物で特別の事
 　情があるものの改築
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第 6 章 学校施設⻑寿命化計画の継続的運営⽅針 

 

１. 情報基盤の整備と活⽤ 

(1) 施設カルテ及び建物⽬視調査票の作成 

本計画を策定するにあたって収集した学校施設等の基礎資料や、屋根・屋上、外壁、内部

等の建物⽬視調査結果を、表-31 のような構成で施設カルテとして作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-31 施設カルテの構成 

【学校施設別】

図面等

施設状況

運営情報

コスト状況

施設全景写真、位置図、配置図

学校種別、所管課、所在地、延床面積、校地面積、避難場所指定・避
難場所収容可能人員、施設保有状況、土地保有状況、複合施設区分

運営方法、学校規模（規模分類、児童・生徒数、学級数）

年度別経常経費（施設整備費、光熱水費、修繕費、委託費）

【棟別】

基本情報

設備情報

改善履歴

外部評価表

内部評価表

劣化状況（屋上・屋根、屋上金物、外壁、軒・バルコニー、外部建
具、外部階段）、劣化状況部位写真

劣化状況（内部床、内部壁、内部天井、内部建具、内部階段、トイ
レ）、劣化状況部位写真

年度、種別、工事名称、費用

施設名、棟名、調査番号・棟番号、学校種別、建物用途、建築年度・
築年数、構造、階数、延床面積、耐震基準・耐震診断・耐震補強

生活環境（トイレのドライ化、木質化）、省エネ化（太陽光発電、屋
上緑化）、バリアフリー（エレベーター、多目的トイレ、点字ブロッ
ク、手すり、スロープ）
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(2) データベース及び簡易マニュアルの作成 

 施設カルテの情報は、データベース化し、パソコン上で閲覧でき、情報の⼀元化、共有

化、継続化を図れるようにし、職員の誰もが簡単に操作できる簡易マニュアルを作成しま

す。 

 

(3) データベースの活⽤ 

 管理データベースは、今後の維持管理の効率化や最適化を図るとともに、改築や改修計

画等の基礎的データとして、⻑期にわたり活⽤していきます。 
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２. 推進体制等の整備 

本計画に基づいて、担当部署と各⼩中学校とが協⼒・連携を図りながら、必要な改修等を

計画的・効率的・継続的に取り組んでいくことが必要です。さらに、他の公共施設の⻑寿命

化計画との関係や財政の状況、改修の検討に必要な技術的⽀援など、関係各課と協議・協⼒

しながら推進していくことが重要であるため、学校施設の⻑寿命化を実⾏的に推進するため

の体制を構築し、取り組んでいきます。 

 

 

 

 

  

図-29 学校施設⻑寿命化の推進体制 

○　教育ビジョンの検討・策定
○　学校施設の統廃合の検討
○　学校施設長寿命化計画の策定・見直し
○　学校施設データベースの管理(更新)
○　学校施設の開放検討、複合利用の支援
○　施設利活用の支援

○　日常的な点検の実施・報告
○　修繕・改修等の要望
○　学校施設の開放利用
○　施設利活用の検討

教育課

幼稚園・小中学校・給食センター 関係各課

　○　各種施設の長寿命化計画策定推進
　○　改修等に関わる技術的支援
　○　予算管理

協議・ 協力協力・ 支援



第 6 章 学校施設⻑寿命化計画の継続的運営⽅針 

３. フォローアップ 

効率的・効果的な施設整備を進めていくためには、本計画に基づき適切な改修や維持管理

を⾏うだけではなく、常に施設の現状を適確に把握し、問題点を検証・改善するとともに、

計画の進捗状況や⽬標達成状況を正確に把握するという PDCA サイクルを確⽴し、的確にフ

ォローアップをしていきます。 

また、本計画は計画の進捗状況のフォローアップの結果や社会環境の変化等の状況を踏ま

え、必要に応じ⾒直しを⾏うこととします。 
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